千歳市町内会備品等整備事業補助基準
　千歳市町内会備品等整備事業補助金要領に基づく補助金の交付については、この基準の定めるところによる。

１　補助対象期間等

　（１）補助対象期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とする。

　（２）申請は、１回を原則とする。ただし、補助限度額に達しなかった場合は、最終年度までに残額を利用して申請することができる。

２　補助額

　（１）町内会に１０万円を定額とする。
（２）１世帯当たり１千円を加算する。

　　　
３　世帯数の基準
（１）世帯数の基準日は、令和８年４月１日とする。
（２）新たに設立する町内会は、設立した日の属する年度の翌年度の４月１日とする。
４　補助率

　　整備費の９０％とする。
５　補助対象
　（１）備品（見積単価が１万円以上（税込）で、かつ耐用年数が３年以上）
　　（ア）テーブル及び椅子は、同一のものを複数購入する場合には、３脚の合計単価が１万円以上（税込）とする。

　　（イ）設置費用及び取付費用については、単価に含まれることとする。

　　（ウ）備品は、原則として新品を購入することとする。

（エ）用紙類、トナー、ボールペン等の消耗品は対象外とする。
（２）町内会館及び敷地の改修、修繕

　　（ア）内装の改修及び修繕（玄関、床、台所など）

　　（イ）外装の改修及び修繕（屋根、壁など）

　　（ウ）バリアフリー改修（段差解消、手すり、トイレの洋式化など）

　　（エ）設備の改修（LED照明、冷暖房、給湯、給排水など）　
（オ）外構工事（駐車場のアスファルト化など）

（カ）その他必要と認められる改修、修繕
６　発注の方法

備品購入や町内会館等改修・修繕に際しては、最低１社以上の業者から見積書を徴さなければならない。

７　備品の管理

　　備品は、耐用年数に応じて適正に保管しなければならない。
　
８　耐用年数

　（１）備品の耐用年数は次のとおりとする。

	品　　名
	耐用年数

	おりたたみ椅子、マイクロフォン、拡声器、カーテン
プロジェクター用スクリーン、じゅうたんその他床用敷物
	３年

	パソコン、リヤカー
	４年

	扇風機、掃除機、液晶プロジェクター、テレビ、カラオケ、プリンタ、
簡易倉庫、簡易収納庫、
	５年

	冷房用又は暖房用機器、

電気洗濯機、電気冷蔵庫その他これらに類する電気又はガス機器、
	６年

	テーブル、時計
	10年

	芝刈機、除雪機、太鼓、御輿、山車、テント、組立式ステージ、
スピーカ、ソファ、ごみステーション
	10年以上


　（２）前号にない備品については、随時確認することとする。
附　則
この基準は、令和８年４月１日から施行する。
